
名
古
屋
事
務
所

北
海
道
事
務
所

大
阪
事
務
所

東
京
事
務
所

対
象
機
関 福

島
県
監
査
委
員

平
成
20年

５
月
22日

平
成
20年

５
月
26日

平
成
20年

５
月
22日

平
成
20年

５
月
26日

実
施
年
月
日

加
藤
雅
美

小
桧
山
善
継

小
桧
山
善
継

加
藤
雅
美

担
当
監
査
委
員

�
野
宏
之

野
崎
直
実

野
崎
直
実

�
野
宏
之

実
地
監
査

書
面
監
査

実
地
監
査

書
面
監
査

実
施
方
法

平
成
20年

４
月
15日

平
成
20年

４
月
17日

平
成
20年

４
月
15日

平
成
20年

４
月
16日

職
員
調
査
年
月
日

浜
児
童
相
談
所

県
中
児
童
相
談

所 中
央
児
童
相
談

所

対
象
機
関

衛
生
研
究
所

対
象
機
関

原
子
力
等
立
地

地
域
振
興
事
務

所

対
象
機
関

名
古
屋
事
務
所

北
海
道
事
務
所

大
阪
事
務
所

東
京
事
務
所

対
象
機
関

平
成
20年

５
月
29日

平
成
20年

６
月
10日

平
成
20年

６
月
10日

実
施
年
月
日

平
成
20年

６
月
10日

実
施
年
月
日

平
成
20年

５
月
28日

実
施
年
月
日

平
成
20年

５
月
22日

平
成
20年

５
月
26日

平
成
20年

５
月
22日

平
成
20年

５
月
26日

実
施
年
月
日

加
藤
雅
美

小
桧
山
善
継

加
藤
雅
美

担
当
監
査
委
員

加
藤
雅
美

担
当
監
査
委
員

加
藤
雅
美

担
当
監
査
委
員

加
藤
雅
美

小
桧
山
善
継

小
桧
山
善
継

加
藤
雅
美

担
当
監
査
委
員

�
野
宏
之

�
野
宏
之

野
崎
直
実

野
崎
直
実

�
野
宏
之

�
野
宏
之

野
崎
直
実

野
崎
直
実

�
野
宏
之

実
地
監
査

実
地
監
査

実
地
監
査

実
施
方
法

実
地
監
査

実
施
方
法

実
地
監
査

実
施
方
法

実
地
監
査

書
面
監
査

実
地
監
査

書
面
監
査

実
施
方
法

平
成
20年

４
月
23日

平
成
20年

４
月
17日

平
成
20年

４
月
24日

職
員
調
査
年
月
日

平
成
20年

５
月
13日

職
員
調
査
年
月
日

平
成
20年

４
月
23日

職
員
調
査
年
月
日

平
成
20年

４
月
15日

平
成
20年

４
月
17日

平
成
20年

４
月
15日

平
成
20年

４
月
16日

職
員
調
査
年
月
日

監
査
公
表
第
１
３
号

地
方
自
治
法
(昭
和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
４
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
定
期
監
査
の

結
果
は
､
次
の
と
お
り
で
す
｡

平
成
20年
８
月
12日

福
島
県
監
査
委
員
小
桧
山
善
継

福
島
県
監
査
委
員
加
藤
雅
美

福
島
県
監
査
委
員
野
崎
直
実

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

１
監
査
実
施
期
間
平
成
20年
５
月
22日
～
平
成
20年
６
月
10日

２
監
査
対
象
機
関
公
所
27箇
所

３
監
査
の
結
果

監
査
は
､
平
成
19会
計
年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
(耶
麻
農
業
高
等
学
校
､
西
会
津
高
等
学
校
､

川
口
高
等
学
校
及
び
南
会
津
警
察
署
は
､
平
成
18会
計
年
度
及
び
平
成
19会
計
年
度
の
財
務
に
関
す

る
事
務
)
に
つ
い
て
実
施
し
た
｡

�
総
務
部

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し

た
｡
指
導
事
項

�
前
渡
資
金
に
よ
り
郵
便
切
手
を
購
入
し
た
が
､
前
渡
資
金
精
算
書
の
作
成
及
び
出
納
機
関

の
確
認
が
な
さ
れ
て
い
な
い
｡
(大
阪
事
務
所
)

上
記
以
外
の
監
査
対
象
機
関
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
は
､
適
正
と
認
め
ら
れ
た
｡

�
企
画
調
整
部

監
査
対
象
機
関
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
は
､
適
正
と
認
め
ら
れ
た
｡

�
生
活
環
境
部

監
査
対
象
機
関
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
は
､
適
正
と
認
め
ら
れ
た
｡

�
保
健
福
祉
部
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

福
島
県
監
査
委
員

○
監
査
公
表
七
件

一



郡
山
高
等
技
術

専
門
校

対
象
機
関

浜
児
童
相
談
所

県
中
児
童
相
談

所 中
央
児
童
相
談

所

対
象
機
関

平
成
20年

５
月
26日

実
施
年
月
日

平
成
20年

５
月
29日

平
成
20年

６
月
10日

平
成
20年

６
月
10日

実
施
年
月
日

小
桧
山
善
継

担
当
監
査
委
員

加
藤
雅
美

小
桧
山
善
継

加
藤
雅
美

担
当
監
査
委
員

野
崎
直
実

�
野
宏
之

�
野
宏
之

野
崎
直
実

書
面
監
査

実
施
方
法

実
地
監
査

実
地
監
査

実
地
監
査

実
施
方
法

平
成
20年

４
月
22日

職
員
調
査
年
月
日

平
成
20年

４
月
23日

平
成
20年

４
月
17日

平
成
20年

４
月
24日

職
員
調
査
年
月
日

会
津
工
業
高
等

学
校

郡
山
北
工
業
高

等
学
校

福
島
工
業
高
等

学
校

福
島
明
成
高
等

学
校

博
物
館

対
象
機
関

県
中
流
域
下
水

道
建
設
事
務
所

県
北
流
域
下
水

道
建
設
事
務
所

対
象
機
関

平
成
20年

５
月
28日

平
成
20年

５
月
26日

平
成
20年

６
月
10日

平
成
20年

６
月
10日

平
成
20年

５
月
26日

実
施
年
月
日

平
成
20年

５
月
26日

平
成
20年

６
月
10日

実
施
年
月
日

小
桧
山
善
継

加
藤
雅
美

加
藤
雅
美

小
桧
山
善
継

加
藤
雅
美

担
当
監
査
委
員

加
藤
雅
美

小
桧
山
善
継

担
当
監
査
委
員

野
崎
直
実

�
野
宏
之

野
崎
直
実

�
野
宏
之

�
野
宏
之

�
野
宏
之

�
野
宏
之

実
地
監
査

書
面
監
査

実
地
監
査

実
地
監
査

書
面
監
査

実
施
方
法

書
面
監
査

実
地
監
査

実
施
方
法

平
成
20年

４
月
23日

平
成
20年

４
月
23日

平
成
20年

４
月
24日

平
成
20年

４
月
18日

平
成
20年

４
月
17日

職
員
調
査
年
月
日

平
成
20年

４
月
22日

平
成
20年

４
月
17日

職
員
調
査
年
月
日

監
査
対
象
機
関
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
は
､
適
正
と
認
め
ら
れ
た
｡

�
商
工
労
働
部

○
下
記
の
と
お
り
指
摘
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
今
後
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
生
じ
な
い
よ
う

適
正
な
事
務
処
理
に
努
め
る
こ
と
｡

指
摘
事
項

�
行
政
財
産
の
使
用
許
可
に
伴
う
管
理
経
費
の
算
定
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

｢事
実
｣
行
政
財
産
の
使
用
許
可
に
伴
う
管
理
経
費
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
､
使
用
量
を
計
量

器
(子
メ
ー
タ
ー
等
)
に
よ
り
把
握
で
き
る
場
合
は
､
事
業
者
か
ら
の
請
求
金
額
を
使

用
量
で
按
分
し
て
算
定
す
る
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
任
意
団
体
甲
の
設
置

し
た
自
動
販
売
機
(６
台
)
の
管
理
経
費
(電
気
料
)
に
つ
い
て
､
基
本
料
金
分
に
つ

い
て
は
定
額
と
し
､
さ
ら
に
､
消
費
税
等
相
当
額
を
含
む
電
力
量
料
金
分
に
つ
い
て
は
､

使
用
量
で
按
分
し
た
後
に
更
に
消
費
税
等
相
当
額
を
加
算
し
て
管
理
経
費
を
算
定
し
た

た
め
､
平
成
19年

度
合
計
(12か

月
分
)
で
差
引
137,913円

が
徴
収
不
足
と
な
っ
て

い
る
｡

｢是
正
・
改
善
等
の
意
見
｣

管
理
経
費
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
､
関
係
規
程
に
基
づ
き
適
正
に
行
う
こ
と
｡

(郡
山
高
等
技
術
専
門
校
)

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し

た
｡
指
導
事
項

�
社
団
法
人
乙
が
実
施
す
る
溶
接
技
能
者
評
価
試
験
に
伴
う
行
政
財
産
の
使
用
許
可
に
当
た

り
､
使
用
料
の
免
除
規
定
に
該
当
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
使
用
料
を
免
除
し
て
い
る
｡

(郡
山
高
等
技
術
専
門
校
)

�
土
木
部

○
下
記
の
と
お
り
指
摘
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
今
後
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
生
じ
な
い
よ
う

適
正
な
事
務
処
理
に
努
め
る
こ
と
｡

指
摘
事
項

�
通
勤
手
当
の
支
給
に
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

｢事
実
｣
職
員
Ａ
の
通
勤
手
当
に
つ
い
て
､
年
次
有
給
休
暇
(平
成
19年
10月
10日
か
ら
11月

２
日
)
及
び
病
気
休
暇
(平
成
19年
11月
５
日
か
ら
平
成
20年
１
月
25日
)
の
取
得
が

あ
り
､
通
勤
の
事
実
が
な
い
こ
と
か
ら
､
既
に
支
給
済
み
の
11､
12月
分
手
当
額
に
返

納
額
が
生
じ
た
が
､
手
続
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
過
支
給
と
な
っ
て
い
る
｡

正
当
支
給
額

59,940円
既
支
給
額

170,970円
過
支
給
額

111,030円
｢是
正
・
改
善
等
の
意
見
｣

通
勤
手
当
の
支
給
に
当
た
っ
て
は
､
支
給
要
件
､
算
定
方
法
等
を
十
分
に
確
認
の
上
､

適
正
に
行
う
こ
と
｡

(県
北
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
)

上
記
以
外
の
監
査
対
象
機
関
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
は
､
適
正
と
認
め
ら
れ
た
｡

�
教
育
庁
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磐
城
農
業
高
等

学
校

平
工
業
高
等
学

校 会
津
農
林
高
等

学
校

川
口
高
等
学
校

西
会
津
高
等
学

校 耶
麻
農
業
高
等

学
校

会
津
工
業
高
等

学
校

郡
山
北
工
業
高

等
学
校

福
島
工
業
高
等

学
校

福
島
明
成
高
等

学
校

博
物
館

平
成
20年

５
月
29日

平
成
20年

５
月
29日

平
成
20年

５
月
28日

平
成
20年

５
月
29日

平
成
20年

５
月
29日

平
成
20年

５
月
29日

平
成
20年

５
月
28日

平
成
20年

５
月
26日

平
成
20年

６
月
10日

平
成
20年

６
月
10日

平
成
20年

５
月
26日

加
藤
雅
美

加
藤
雅
美

小
桧
山
善
継

小
桧
山
善
継

小
桧
山
善
継

小
桧
山
善
継

小
桧
山
善
継

加
藤
雅
美

加
藤
雅
美

小
桧
山
善
継

加
藤
雅
美

�
野
宏
之

�
野
宏
之

野
崎
直
実

野
崎
直
実

野
崎
直
実

野
崎
直
実

野
崎
直
実

�
野
宏
之

野
崎
直
実

�
野
宏
之

�
野
宏
之

実
地
監
査

実
地
監
査

実
地
監
査

実
地
監
査

実
地
監
査

実
地
監
査

実
地
監
査

書
面
監
査

実
地
監
査

実
地
監
査

書
面
監
査

平
成
20年

４
月
24日

平
成
20年

４
月
16日

平
成
20年

４
月
22日

平
成
20年

４
月
23日

平
成
20年

４
月
24日

平
成
20年

４
月
23日

平
成
20年

４
月
23日

平
成
20年

４
月
23日

平
成
20年

４
月
24日

平
成
20年

４
月
18日

平
成
20年

４
月
17日

南
相
馬
警
察
署

南
会
津
警
察
署

会
津
若
松
警
察

署 郡
山
北
警
察
署

対
象
機
関

平
成
20年

５
月
28日

平
成
20年

５
月
26日

平
成
20年

５
月
26日

平
成
20年

５
月
28日

実
施
年
月
日

加
藤
雅
美

小
桧
山
善
継

小
桧
山
善
継

小
桧
山
善
継

担
当
監
査
委
員

�
野
宏
之

野
崎
直
実

野
崎
直
実

野
崎
直
実

実
地
監
査

書
面
監
査

書
面
監
査

実
地
監
査

実
施
方
法

平
成
20年

４
月
22日

平
成
20年

４
月
24日

平
成
20年

４
月
18日

平
成
20年

４
月
15日

職
員
調
査
年
月
日

○
下
記
の
と
お
り
指
摘
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
今
後
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
生
じ
な
い
よ
う

適
正
な
事
務
処
理
に
努
め
る
こ
と
｡

指
摘
事
項

�
授
業
料
収
入
が
遅
延
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
｡

｢事
実
｣
高
等
学
校
授
業
料
に
つ
い
て
は
､
前
回
(平
成
18年
度
分
)
の
監
査
時
に
お
い
て
納

期
限
を
３
か
月
以
上
遅
延
し
て
い
る
も
の
が
38件

､
447,000円

あ
っ
た
が
､
平
成
19

年
度
に
お
い
て
も
､
職
員
調
査
日
現
在
で
納
期
限
を
３
か
月
以
上
遅
延
し
て
い
る
も
の

が
60件

､
576,000円

と
､
件
数
､
金
額
と
も
に
増
加
し
て
お
り
､
改
善
が
図
ら
れ
て

い
な
い
｡

｢是
正
・
改
善
等
の
意
見
｣

｢福
島
県
立
高
等
学
校
授
業
料
徴
収
マ
ニ
ュ
ア
ル
｣
に
基
づ
き
､
校
内
体
制
を
一
層

強
化
し
て
授
業
料
の
徴
収
促
進
に
努
め
､
未
納
解
消
を
図
る
こ
と
｡

(会
津
農
林
高
等
学
校
)

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し

た
｡
指
導
事
項

�
過
納
金
の
還
付
時
期
が
大
幅
に
遅
延
(３
か
月
以
上
､
480,000円

)
し
て
い
る
｡
(福

島
明
成
高
等
学
校
)

�
授
業
料
収
入
が
遅
延
(３
か
月
以
上
､
31件

345,600円
)
し
て
い
る
｡
(福
島
工
業
高

等
学
校
)

�
産
業
医
謝
礼
金
の
支
払
い
が
遅
延
(３
か
月
以
上
､
28,200円

)
し
て
い
る
｡
(福
島
工

業
高
等
学
校
)

�
在
校
生
に
係
る
平
成
19年
４
月
分
の
授
業
料
調
定
に
お
い
て
､
免
除
を
見
込
ん
で
47名
分

451,200円
を
調
定
し
て
い
な
い
｡
(郡
山
北
工
業
高
等
学
校
)

�
消
防
設
備
保
守
点
検
業
務
委
託
に
つ
い
て
､
見
積
り
依
頼
の
通
知
に
お
い
て
対
象
設
備
の

数
量
を
明
示
せ
ず
に
見
積
書
を
徴
取
し
､
契
約
書
に
も
明
記
し
て
お
ら
ず
､
ま
た
､
同
委

託
の
一
部
に
履
行
確
認
が
不
十
分
な
も
の
が
あ
る
｡
(会
津
農
林
高
等
学
校
)

�
購
入
し
た
劇
物
の
一
部
が
消
耗
品
出
納
簿
に
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
､
製
作
品
に
係
る
購
入

原
材
料
が
原
材
料
出
納
簿
に
記
載
さ
れ
て
な
く
､
一
部
の
原
材
料
を
除
き
補
助
出
納
も
行

わ
れ
て
い
な
い
｡
(磐
城
農
業
高
等
学
校
)

上
記
以
外
の
監
査
対
象
機
関
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
は
､
適
正
と
認
め
ら
れ
た
｡

�
警
察
本
部

○
下
記
の
と
お
り
指
導
事
項
が
認
め
ら
れ
た
の
で
､
措
置
又
は
留
意
・
改
善
す
る
よ
う
指
導
し

た
｡
指
導
事
項

�
署
長
公
舎
入
居
料
の
算
定
が
適
切
で
な
く
､
過
大
徴
収
(平
成
19年
度
合
計
で
16,550円

)
と
な
っ
て
い
る
｡
(郡
山
北
警
察
署
)

�
職
員
に
対
す
る
扶
養
手
当
が
不
足
支
給
(２
人
26,000円

)
､
特
殊
勤
務
手
当
が
過
支
給

(１
人
780円

)
と
な
っ
て
い
る
｡
(郡
山
北
警
察
署
)

上
記
以
外
の
監
査
対
象
機
関
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
は
､
適
正
と
認
め
ら
れ
た
｡

監
査
公
表
第
１
４
号

平
成
20年
５
月
16日
監
査
公
表
第
９
号
に
よ
り
公
表
し
た
監
査
結
果
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法
(昭
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(指
摘
事
項
)

�
支
出
事
務
に
お
い
て
､
内
部
牽
制
が
機
能

し
て
い
な
い
｡

｢事
実
｣

平
成
17年
度
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
業

務
委
託
に
つ
い
て
契
約
を
行
っ
た
が
､
支
出

負
担
行
為
及
び
支
出
手
続
き
を
行
わ
な
い
ま

ま
出
納
整
理
期
間
が
経
過
し
た
た
め
､
平
成

17年
度
に
よ
る
支
払
が
不
能
と
な
り
､
平
成

19年
１
月
19日
に
過
年
度
支
出
し
て
い
る
｡

契
約
金
額
259,200円

契
約
期
間
平
成
17年
４
月
１
日

～
平
成
18年
３
月
31日

指
摘
事
項

負
担
行
為
漏
れ
な
ど
を
防
止
す
る
た
め
､
年

度
当
初
に
お
い
て
､
契
約
相
手
方
ご
と
に
契
約

か
ら
各
期
(月
)
別
支
払
い
ま
で
の
年
間
計
画

表
を
作
成
し
､
事
務
担
当
者
及
び
管
理
職
員
が

相
互
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
よ
り
､
組
織
と

し
て
の
内
部
牽
制
体
制
の
強
化
を
図
り
､
今
後

と
も
適
正
な
事
務
処
理
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
｡

措
置
状
況

(事
実
の
概
要
)

平
成
17年
度
の
消
防
用
設
備
保
守
管
理
業

務
委
託
契
約
に
つ
い
て
､
年
２
回
の
点
検
終

了
後
に
各
157,500円

を
支
払
う
契
約
と
し

て
い
る
が
､
２
回
目
の
点
検
を
平
成
18年
１

月
24日
に
実
施
し
､
当
日
履
行
確
認
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
平
成
18年
６
月
９
日

に
過
年
度
支
出
し
て
い
る
｡

(支
出
時
期
)

委
託
料
の
支
払
時
期
に
適
切
で
な
い
も
の

が
あ
る
｡

指
摘
事
項

支
出
事
務
に
あ
た
り
､
事
務
処
理
チ
ェ
ッ
ク

機
能
が
働
い
て
い
な
か
っ
た
た
め
､
適
時
の
支

出
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
｡

今
後
は
､
職
員
相
互
の
確
認
体
制
を
万
全
の

も
の
と
し
､
事
務
の
進
捗
管
理
と
点
検
確
認
を

行
う
と
と
も
に
､
管
理
職
員
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク

を
徹
底
し
て
ま
い
り
ま
す
｡

左
記
の
指
摘
事
項
に
つ
い
て
は
､
次
の
と
お

り
内
部
牽
制
機
能
強
化
を
図
り
ま
し
た
｡

措
置
状
況

和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
､
福
島
県
知
事
か
ら
次
の
と
お
り
措
置
状

況
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
､
同
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
公
表
す
る
｡

平
成
20年
８
月
12日

福
島
県
監
査
委
員
小
桧
山
善
継

福
島
県
監
査
委
員
加
藤
雅
美

福
島
県
監
査
委
員
野
崎
直
実

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

20
財
第
701

号
平
成
20年
５
月
28日

福
島
県
監
査
委
員
小
桧
山
善
継

福
島
県
監
査
委
員
加
藤
雅
美
様

福
島
県
監
査
委
員
野
崎
直
実

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

印□
定
期
監
査
の
結
果
に
係
る
措
置
状
況
に
つ
い
て
(通
知
)

平
成
20年
４
月
30日
付
け
20福
監
第
25号
で
報
告
の
あ
り
ま
し
た
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
別
紙
の
と
お

り
措
置
を
講
じ
ま
し
た
の
で
､
地
方
自
治
法
第
199条

第
12項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
｡

１
監
査
対
象

女
性
の
た
め
の
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

２
指
摘
事
項
及
び
措
置
の
状
況
に
つ
い
て

監
査
公
表
第
１
５
号

平
成
20年
５
月
16日
監
査
公
表
第
９
号
に
よ
り
公
表
し
た
監
査
結
果
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法
(昭

和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
､
福
島
県
教
育
委
員
会
委
員
長
か
ら
次
の

と
お
り
措
置
状
況
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
､
同
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
公
表
す
る
｡

平
成
20年
８
月
12日

福
島
県
監
査
委
員
小
桧
山
善
継

福
島
県
監
査
委
員
加
藤
雅
美

福
島
県
監
査
委
員
野
崎
直
実

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

20
教
財
第
121
号

平
成
20年
５
月
30日

福
島
県
監
査
委
員
小
桧
山
善
継

福
島
県
監
査
委
員
加
藤
雅
美
様

福
島
県
監
査
委
員
野
崎
直
実

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

福
島
県
教
育
委
員
会
委
員
長

印□
定
期
監
査
の
結
果
に
係
る
措
置
状
況
に
つ
い
て
(通
知
)

平
成
20年
４
月
30日
付
け
20福
監
第
25号
で
報
告
の
あ
り
ま
し
た
定
期
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
､

別
紙
の
と
お
り
措
置
し
ま
し
た
の
で
､
地
方
自
治
法
第
199条

第
12項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
｡

石
川
養
護
学
校

船
引
高
等
学
校
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(事
実
の
概
要
)

教
員
Ａ
に
係
る
通
勤
手
当
に
つ
い
て
､
認

定
額
の
誤
り
に
加
え
､
高
速
自
動
車
国
道
を

利
用
し
な
い
日
数
が
１
月
の
勤
務
を
要
す
る

日
の
う
ち
７
日
を
超
え
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
､
高
速
自
動
車
国
道
等
利
用
職
員
と
し

た
場
合
の
手
当
額
を
支
給
し
た
た
め
､
過
支

給
と
な
っ
て
い
る
｡

18年
度
正
当
支
給
額

632,409円
既
支
給
額

952,500円
過
支
給
額

320,091円

(過
払
い
及
び
不
足
払
い
)

通
勤
手
当
の
支
給
に
適
切
で
な
い
も
の
が

あ
る
｡

(事
実
の
概
要
)

新
入
生
の
４
月
分
授
業
料
に
つ
い
て
､
入

学
日
に
PTA
会
費
等
の
諸
納
金
と
と
も
に
現

金
を
預
か
り
､
校
長
名
義
の
任
意
の
｢船
校

19年
度
入
学
生
｣
預
金
口
座
に
入
金
し
､
そ

の
後
､
同
口
座
か
ら
払
戻
し
を
し
て
現
金
等

納
付
書
に
よ
り
納
入
し
､
翌
月
に
免
除
者
に

対
し
て
返
金
処
理
を
行
っ
て
い
る
｡

１
入
学
を
許
可
し
た
日
平
成
19年
４
月
10日

２
調
定
年
月
日
平
成
19年
４
月
10日

３
調
定
額

1,920,000円
(@
9,600×

200名
)

４
県
の
収
入
と
し
た
日
平
成
19年
４
月
24日

５
授
業
料

1,728,000円

(そ
の
他
の
収
入
事
務
)

授
業
料
の
収
入
事
務
に
適
切
で
な
い
も
の

が
あ
る
｡

指
摘
事
項

平
成
19年
度
過
支
給
額
に
つ
き
ま
し
て
は
､

３
月
例
月
給
与
で
戻
入
し
ま
し
た
｡

ま
た
､
平
成
18年
度
過
支
給
額
に
つ
き
ま
し

て
は
､
平
成
20年
３
月
７
日
に
収
入
調
定
を
行

い
､
同
月
24日
に
収
入
し
ま
し
た
｡

今
後
は
､
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
事

務
の
適
正
な
執
行
に
つ
い
て
指
導
を
徹
底
し
て

ま
い
り
ま
す
｡

左
記
の
指
摘
事
項
に
つ
き
ま
し
て
は
､
次
の

と
お
り
返
納
の
処
理
を
行
い
ま
し
た
｡

平
成
20年
度
に
お
け
る
新
入
生
の
４
月
分
授

業
料
に
つ
い
て
は
､
福
島
県
財
務
規
則
第
63条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
､
現
金
を
収
納
し
た
日

に
指
定
金
融
機
関
に
振
り
込
む
と
と
も
に
､
免

除
が
決
定
し
た
者
に
対
し
て
は
､
同
規
則
第
121

条
に
基
づ
き
翌
月
に
返
金
を
行
い
ま
し
た
｡

今
後
は
､
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
事

務
の
適
正
な
執
行
に
つ
い
て
､
指
導
を
徹
底
し

て
ま
い
り
ま
す
｡

左
記
の
指
摘
事
項
に
つ
い
て
は
､
次
の
と
お

り
関
係
規
定
に
基
づ
き
適
正
に
行
い
ま
し
た
｡

措
置
状
況

(契
約
)

県
立
学
校
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
に

係
る
電
力
受
給
契
約
締
結
の
継
続
等
に
つ
い

て
検
討
を
求
め
た
｡

相
馬
高
等
学
校
に
お
い
て
､
太
陽
光
発
電

設
備
か
ら
発
生
す
る
余
剰
電
力
を
電
力
会
社

に
売
電
す
る
た
め
に
設
置
し
て
い
る
電
力
量

計
(メ
ー
タ
ー
)
の
取
替
工
事
を
実
施
し
て

い
る
｡
当
該
太
陽
光
発
電
設
備
は
､
県
内
に
お
け

る
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
､
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

検
討
事
項

(事
実
の
概
要
)

高
等
学
校
入
学
の
誓
約
書
に
貼
付
さ
れ
た

収
入
証
紙
に
つ
い
て
､
消
印
さ
れ
て
い
な
い

も
の
が
あ
る
｡

１
年
１
組
40件

226,000円
(@
5,650円

×
40件

)

(証
紙
収
入
)

証
紙
収
入
の
事
務
処
理
に
適
切
で
な
い
も

の
が
あ
る
｡

指
摘
事
項

日
の
う
ち
７
日
を
超
え
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
､
高
速
自
動
車
国
道
等
利
用
職
員
と
し

た
場
合
の
手
当
額
を
支
給
し
た
た
め
､
過
支

給
と
な
っ
て
い
る
｡

18年
度
正
当
支
給
額

632,409円
既
支
給
額

952,500円
過
支
給
額

320,091円

19年
度
正
当
支
給
額

455,385円
既
支
給
額

617,575円
過
支
給
額

162,190円

左
記
の
検
討
事
項
に
つ
い
て
は
､
次
の
と
お

り
検
討
し
ま
し
た
｡

太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
効
果
に
つ
い
て
は
､

環
境
教
育
・
学
習
の
目
に
見
え
る
教
材
と
し
て

生
徒
の
興
味
・
関
心
を
抱
か
せ
る
等
の
教
育
的

効
果
が
認
め
ら
れ
ま
す
が
､
売
電
に
つ
い
て
は
､

費
用
対
効
果
の
観
点
か
ら
そ
の
効
果
は
認
め
ら

れ
ま
せ
ん
｡

県
立
学
校
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
電

検
討
状
況

消
印
漏
れ
が
判
明
し
た
日
に
消
印
を
押
印
い

た
し
ま
し
た
｡

今
後
は
､
職
員
相
互
の
確
認
体
制
を
万
全
の

も
の
と
し
､
事
務
の
進
捗
管
理
と
点
検
確
認
を

行
う
と
と
も
に
､
管
理
職
員
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク

を
徹
底
し
て
ま
い
り
ま
す
｡

左
記
の
指
摘
事
項
に
つ
い
て
は
､
次
の
と
お

り
事
務
処
理
を
行
う
と
と
も
に
内
部
牽
制
機
能

強
化
を
図
り
ま
し
た
｡

措
置
状
況

い
､
同
月
24日
に
収
入
し
ま
し
た
｡

今
後
は
､
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
事

務
の
適
正
な
執
行
に
つ
い
て
指
導
を
徹
底
し
て

ま
い
り
ま
す
｡

い
わ
き
総
合
高
等
学
校

財
務
課
施
設
財
産
室
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県
立
学
校
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
に

係
る
電
力
受
給
契
約
締
結
の
継
続
等
に
つ
い

て
検
討
を
求
め
た
｡

相
馬
高
等
学
校
に
お
い
て
､
太
陽
光
発
電

設
備
か
ら
発
生
す
る
余
剰
電
力
を
電
力
会
社

に
売
電
す
る
た
め
に
設
置
し
て
い
る
電
力
量

計
(メ
ー
タ
ー
)
の
取
替
工
事
を
実
施
し
て

い
る
｡
当
該
太
陽
光
発
電
設
備
は
､
県
内
に
お
け

る
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
､
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
有
効
性
の
ア
ピ
ー
ル
､
県
民
へ
の
導
入
の

促
進
等
の
た
め
平
成
14年
度
に
設
置
し
､
平

成
15年
度
か
ら
は
電
力
会
社
と
の
電
力
受
給

契
約
に
基
づ
き
売
電
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

が
､
電
力
会
社
と
の
電
力
量
計
に
関
す
る
覚

書
に
よ
り
､
当
該
電
力
量
計
は
､
県
が
計
量

法
施
行
令
第
18条
に
基
づ
き
５
年
ご
と
に
交

換
す
る
必
要
が
あ
り
､
ま
た
､
計
量
法
第
73

条
に
基
づ
き
10年
ご
と
に
変
成
器
を
交
換
す

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
｡

太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
効
果
に
つ
い
て

は
､
自
家
消
費
に
よ
る
電
気
料
金
の
削
減
効

果
は
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
も
の
の
､
売
電
の

効
果
に
つ
い
て
は
､
電
力
量
計
及
び
変
成
器

の
定
期
的
な
交
換
の
た
め
の
費
用
と
平
成
15

年
度
か
ら
の
売
電
に
よ
る
収
入
な
ど
を
勘
案

す
る
と
､
費
用
対
効
果
の
観
点
か
ら
そ
の
効

果
は
認
め
ら
れ
な
い
｡

相
馬
高
等
学
校
の
太
陽
光
発
電
設
備
は
､

国
庫
補
助
の
適
用
を
受
け
設
置
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
､
県
の
厳
し
い
財
政
状
況
等
を
勘

案
す
る
と
､
現
在
､
太
陽
光
発
電
設
備
を
設

置
し
て
い
る
橘
高
等
学
校
な
ど
相
馬
高
等
学

校
以
外
の
県
立
高
校
も
含
め
､
今
後
､
県
立

学
校
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
に
係
る
電

力
受
給
契
約
締
結
の
継
続
等
に
つ
い
て
､
経

済
性
､
有
効
性
の
観
点
か
ら
電
力
量
計
等
の

更
新
を
し
な
い
方
向
で
検
討
を
要
す
る
｡

左
記
の
検
討
事
項
に
つ
い
て
は
､
次
の
と
お

り
検
討
し
ま
し
た
｡

太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
効
果
に
つ
い
て
は
､

環
境
教
育
・
学
習
の
目
に
見
え
る
教
材
と
し
て

生
徒
の
興
味
・
関
心
を
抱
か
せ
る
等
の
教
育
的

効
果
が
認
め
ら
れ
ま
す
が
､
売
電
に
つ
い
て
は
､

費
用
対
効
果
の
観
点
か
ら
そ
の
効
果
は
認
め
ら

れ
ま
せ
ん
｡

県
立
学
校
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
電

力
量
計
の
更
新
に
つ
い
て
は
､
平
成
20年
度
に

い
わ
き
光
洋
高
等
学
校
で
､
平
成
21年
度
に
橘

高
等
学
校
で
期
限
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す

が
､
今
後
､
県
立
学
校
に
お
け
る
太
陽
光
発
電

設
備
に
係
る
電
力
受
給
契
約
締
結
に
つ
い
て
は

継
続
し
な
い
こ
と
と
し
ま
す
｡

３
団
体
に
対
す
る
県
の
人
的
支
援
に
つ

い
て

２
)
県
職
員
の
団
体
の
役
職
員
へ
の
就
任
・

従
事
状
況

(改
善
又
は
検
討
を
要
す
る
事
項
)

イ
近
年
の
従
事
承
認
の
手
続
き
を
書
面

上
確
認
で
き
な
か
っ
た
警
察
本
部
を
始

め
と
す
る
各
執
行
機
関
等
の
管
理
者
に

あ
っ
て
は
､
改
め
て
制
度
内
容
を
組
織

内
に
周
知
し
､
県
職
員
が
他
団
体
事
務

に
従
事
す
る
場
合
に
は
､
洩
れ
な
く
､

手
続
き
が
行
わ
れ
る
よ
う
､
徹
底
す
べ

第
３
監
査
の
結
果
と
意
見

２
団
体
に
対
す
る
執
務
場
所
等
の
提
供

に
つ
い
て

１
)
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
等

(改
善
を
要
す
る
事
項
)

ア
団
体
の
専
任
職
員
が
複
数
の
団
体
を

兼
務
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
､
そ
れ
ぞ

れ
の
団
体
が
使
用
許
可
を
受
け
る
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
､
県
は
､
当
該
団
体

に
対
し
使
用
許
可
の
手
続
き
を
行
う
よ

う
､
指
導
す
べ
き
で
あ
る
｡
(県
北
保

健
福
祉
事
務
所
)

監
査
委
員
所
見

通
知
等
に
よ
り
制
度
の
周
知
を
徹
底
す
る
｡

(県
北
調
理
師
会
)

平
成
20年
度
に
お
い
て
は
､
県
北
食
品
衛
生

協
会
及
び
県
北
調
理
師
会
に
対
し
て
指
導
を
行

い
､
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
よ
り
申
請
を
受
け
､
平

成
20年
４
月
１
日
付
け
で
使
用
許
可
を
行
っ
た
｡

措
置
状
況

監
査
公
表
第
１
６
号

平
成
20年
３
月
18日
監
査
公
表
第
５
号
に
よ
り
公
表
し
た
監
査
結
果
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法
(昭

和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
､
福
島
県
知
事
か
ら
次
の
と
お
り
措
置
状

況
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
､
同
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
公
表
す
る
｡

平
成
20年
８
月
12日

福
島
県
監
査
委
員
小
桧
山
善
継

福
島
県
監
査
委
員
加
藤
雅
美

福
島
県
監
査
委
員
野
崎
直
実

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

20
財
第
705

号
平
成
20年
５
月
30日

福
島
県
監
査
委
員
小
桧
山
善
継

福
島
県
監
査
委
員
加
藤
雅
美
様

福
島
県
監
査
委
員
野
崎
直
実

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

印□
行
政
監
査
の
結
果
に
係
る
措
置
状
況
に
つ
い
て
(通
知
)

平
成
20年

３
月
12日

付
け
19福

監
第
817号

で
報
告
の
あ
り
ま
し
た
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
別
紙
の
と

お
り
措
置
を
講
じ
ま
し
た
の
で
､
地
方
自
治
法
第
199条

第
12項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
｡

平
成
19年
度
行
政
監
査
に
お
い
て
措
置
を
求
め
る
案
件
(知
事
部
局
)
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ウ
)
補
助
事
業
等
の
実
績
に
係
る
確
認
は
､

団
体
傘
下
の
支
部
へ
配
分
し
た
予
算
の

執
行
分
も
含
め
て
行
う
こ
と
｡
(一
般

廃
棄
物
対
策
Ｇ
)

イ
)
県
が
再
補
助
を
必
要
と
認
め
る
場

合
に
は
､
県
の
補
助
金
交
付
要
綱
に

規
定
し
て
､
適
正
に
行
う
こ
と
｡

(生
活
交
通
Ｇ
)

４
団
体
に
対
す
る
県
費
支
出
事
務
等
に

つ
い
て

２
)
県
費
支
出
事
務

ア
補
助
金
及
び
交
付
金
の
交
付
事
務

(改
善
を
要
す
る
事
項
)

ア
)
補
助
対
象
事
業
を
､
補
助
金
交
付

要
綱
に
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
｡

(生
活
交
通
Ｇ
)

ウ
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
､
県

の
庁
舎
内
に
事
務
局
を
置
く
任
意
団
体

が
多
種
多
様
化
し
､
県
の
業
務
と
の
関

係
や
県
職
員
の
支
援
に
つ
い
て
も
様
々

な
形
態
が
見
ら
れ
る
中
で
､
本
県
で
は

昭
和
52年
以
来
､
県
職
員
が
他
団
体
の

事
務
に
従
事
す
る
場
合
に
は
､
一
律
､

従
事
承
認
の
手
続
き
を
行
う
こ
と
と
し

て
運
用
さ
れ
て
い
る
が
､
現
在
､
そ
の

取
扱
い
の
基
準
に
具
体
性
を
欠
い
て
い

た
り
､
実
態
を
反
映
し
て
い
な
い
取
扱

い
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
､
ま
た
､
従

事
承
認
の
手
続
き
そ
の
も
の
が
形
骸
化

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
等
か
ら
､

取
扱
い
の
基
準
を
見
直
し
､
実
効
性
の

あ
る
制
度
運
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
｡
(人
事
Ｇ
)

２
)
県
職
員
の
団
体
の
役
職
員
へ
の
就
任
・

従
事
状
況

(改
善
又
は
検
討
を
要
す
る
事
項
)

イ
近
年
の
従
事
承
認
の
手
続
き
を
書
面

上
確
認
で
き
な
か
っ
た
警
察
本
部
を
始

め
と
す
る
各
執
行
機
関
等
の
管
理
者
に

あ
っ
て
は
､
改
め
て
制
度
内
容
を
組
織

内
に
周
知
し
､
県
職
員
が
他
団
体
事
務

に
従
事
す
る
場
合
に
は
､
洩
れ
な
く
､

手
続
き
が
行
わ
れ
る
よ
う
､
徹
底
す
べ

き
で
あ
る
｡
(人
事
Ｇ
)

(福
島
県
ク
リ
ー
ン
ふ
く
し
ま
運
動
推
進
協
議

会
)平
成
19年
度
よ
り
､
事
業
実
績
報
告
書
に
団

体
傘
下
の
支
部
へ
配
分
し
た
予
算
の
執
行
状
況

(福
島
県
交
通
対
策
協
議
会
)

再
補
助
を
認
め
る
旨
､
補
助
金
交
付
要
綱
に

明
確
に
規
定
し
た
｡

(福
島
県
交
通
安
全
母
の
会
連
絡
協
議
会
､
福

島
県
交
通
対
策
協
議
会
)

補
助
対
象
事
業
を
補
助
金
交
付
要
綱
に
明
確

に
規
定
し
た
｡

平
成
20年
度
中
に
､
全
庁
統
一
的
な
考
え
を

踏
ま
え
､
他
団
体
事
務
従
事
承
認
に
関
す
る
運

用
に
つ
い
て
改
正
を
検
討
す
る
｡

通
知
等
に
よ
り
制
度
の
周
知
を
徹
底
す
る
｡

６
団
体
に
対
す
る
県
の
支
援
等
の
あ
り

方
に
つ
い
て

３
)
今
後
の
県
の
支
援
等
の
必
要
性

(検
討
を
要
す
る
事
項
)

ア
結
果
の
ア
に
掲
げ
る
９
団
体
に
つ
い
て

は
､
事
実
上
休
眠
状
態
に
あ
っ
た
り
､
主

た
る
構
成
員
が
共
通
し
て
､
事
業
活
動
に

類
似
性
を
有
す
る
団
体
が
他
に
存
在
し
た

３
)
繰
越
金
の
状
況

(検
討
を
要
す
る
事
項
)

県
が
厳
し
い
財
政
運
営
を
強
い
ら
れ
て

い
る
中
､
多
額
の
繰
越
金
を
有
す
る
団
体

が
見
受
け
ら
れ
る
実
態
を
踏
ま
え
､
県
は
､

財
政
的
支
援
を
受
け
る
団
体
の
繰
越
金
の

保
有
状
況
等
を
検
証
し
､
負
担
金
､
補
助

金
等
の
財
政
的
支
援
の
あ
り
方
を
検
討
す

べ
き
で
あ
る
｡
(財
政
Ｇ
)

イ
負
担
金
の
支
出
事
務

(改
善
を
要
す
る
事
項
)

県
は
､
負
担
金
の
支
出
に
当
た
り
､
そ

の
必
要
性
に
つ
い
て
十
分
検
討
し
､
適
切

に
対
応
す
る
こ
と
｡
(県
政
広
報
Ｇ
)

エ
)
県
が
交
付
金
の
再
交
付
を
必
要
と

認
め
る
場
合
は
､
県
の
交
付
金
交
付

要
綱
に
規
定
し
､
適
正
に
行
う
こ
と
｡

ま
た
､
県
は
､
支
部
に
配
分
し
た
交

付
金
に
係
る
事
業
実
績
に
つ
い
て
充

分
な
確
認
を
行
う
こ
と
｡
(道
路
企

画
Ｇ
)

ウ
)
補
助
事
業
等
の
実
績
に
係
る
確
認

は
､
団
体
傘
下
の
支
部
へ
配
分
し
た

予
算
の
執
行
分
も
含
め
て
行
う
こ
と
｡

(一
般
廃
棄
物
対
策
Ｇ
)

イ
)
県
が
再
補
助
を
必
要
と
認
め
る
場

合
に
は
､
県
の
補
助
金
交
付
要
綱
に

規
定
し
て
､
適
正
に
行
う
こ
と
｡

(生
活
交
通
Ｇ
)

(福
島
県
少
年
婦
人
防
火
委
員
会
)

平
成
20年
度
中
を
目
処
に
廃
止
の
方
向
で
検

討
中
で
あ
る
｡
(消
防
保
安
課
)

(福
島
県
徳
農
会
)

各
種
団
体
へ
の
負
担
金
､
補
助
金
等
の
財
政

的
支
援
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
､
平
成
16年
度

に
全
庁
的
に
見
直
し
を
実
施
す
る
と
と
も
に
､

毎
年
度
の
事
業
評
価
や
予
算
査
定
の
際
に
各
部

局
に
対
し
て
見
直
し
を
求
め
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
る
が
､
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
､
ス
プ

リ
ン
グ
レ
ヴ
ュ
ー
等
で
の
一
層
の
見
直
し
を
行

う
｡ (福
島
県
広
報
協
会
)

県
の
支
出
に
関
す
る
重
要
な
意
思
決
定
に
当

た
っ
て
は
､
指
摘
の
点
を
十
分
に
踏
ま
え
､
適

切
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
た
い
(な
お
､
当
該

負
担
金
に
つ
い
て
は
､
平
成
19年
度
よ
り
予
算

計
上
し
て
い
な
い
｡)｡

(福
島
県
道
路
愛
護
会
)

平
成
20年
度
事
業
か
ら
､
交
付
金
交
付
要
綱

に
再
交
付
に
関
す
る
規
定
を
追
加
す
る
と
と
も

に
､
交
付
申
請
書
や
実
績
報
告
書
に
支
部
の
活

動
内
容
を
詳
細
に
記
載
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
､

活
動
内
容
の
的
確
な
把
握
に
努
め
る
こ
と
と
す

る
｡ (福
島
県
ク
リ
ー
ン
ふ
く
し
ま
運
動
推
進
協
議

会
)平
成
19年
度
よ
り
､
事
業
実
績
報
告
書
に
団

体
傘
下
の
支
部
へ
配
分
し
た
予
算
の
執
行
状
況

を
報
告
す
る
欄
を
設
け
､
実
績
確
認
を
行
う
こ

と
と
し
た
｡

(福
島
県
交
通
対
策
協
議
会
)

再
補
助
を
認
め
る
旨
､
補
助
金
交
付
要
綱
に

明
確
に
規
定
し
た
｡
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６
団
体
に
対
す
る
県
の
支
援
等
の
あ
り

方
に
つ
い
て

３
)
今
後
の
県
の
支
援
等
の
必
要
性

(検
討
を
要
す
る
事
項
)

ア
結
果
の
ア
に
掲
げ
る
９
団
体
に
つ
い

て
は
､
事
実
上
休
眠
状
態
に
あ
っ
た
り
､

主
た
る
構
成
員
が
共
通
し
て
､
事
業
活

動
に
類
似
性
を
有
す
る
団
体
が
他
に
存

在
し
た
り
､
ま
た
､
事
務
局
の
移
管
が

相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
団
体
が
あ

る
こ
と
か
ら
､
県
は
､
改
め
て
今
後
の

県
の
支
援
等
の
あ
り
方
を
検
討
し
､
団

体
に
対
し
て
必
要
な
指
導
､
要
請
を
行

う
べ
き
で
あ
る
｡
(消
防
保
安
Ｇ
､
普

及
教
育
Ｇ
､
流
通
消
費
Ｇ
､
会
津
地
方

振
興
局
､
県
中
農
林
事
務
所
田
村
農
業

普
及
所
､
県
南
農
林
事
務
所
､
会
津
農

林
事
務
所
､
会
津
農
林
事
務
所
会
津
坂

下
農
業
普
及
所
)

(福
島
県
少
年
婦
人
防
火
委
員
会
)

平
成
20年
度
中
を
目
処
に
廃
止
の
方
向
で
検

討
中
で
あ
る
｡
(消
防
保
安
課
)

(福
島
県
徳
農
会
)

役
員
会
(平
成
20年
３
月
13日
)
に
お
い
て

事
務
局
機
能
を
会
員
に
移
管
す
る
こ
と
が
了
承

さ
れ
た
｡
(農
業
振
興
課
)

(福
島
県
米
消
費
拡
大
推
進
連
絡
会
議
)

今
後
､
団
体
設
立
の
趣
旨
を
踏
ま
え
な
が
ら
､

団
体
の
運
営
方
法
､
県
の
果
た
す
べ
き
役
割
､

支
援
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
､
検
討
す
る
こ
と

と
す
る
｡
(農
産
物
流
通
課
)

(福
島
県
市
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
連
合
会
会

津
支
部
)

平
成
19年
12月
19日
開
催
の
当
支
部
臨
時
総

会
に
お
い
て
､
県
の
関
与
の
在
り
方
､
団
体
運

営
の
簡
素
効
率
化
を
踏
ま
え
､
連
合
会
本
部
へ

の
統
合
を
含
め
た
当
会
の
見
直
し
検
討
を
連
合

会
本
部
へ
要
請
す
る
旨
の
議
決
を
行
っ
た
｡
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
､
連
合
会
各
支
部
に
お
い

て
も
共
通
の
課
題
と
し
て
取
り
組
ま
れ
て
お
り
､

連
合
会
各
支
部
に
お
い
て
も
､
同
様
の
議
決
を

行
っ
て
い
る
｡

こ
れ
を
受
け
て
､
連
合
会
本
部
は
､
支
部
を

廃
止
す
る
こ
と
と
と
し
､
連
合
会
役
員
会
､
総

会
に
提
案
す
る
予
定
で
あ
る
｡
(会
津
地
方
振

興
局
)

(田
村
の
若
い
｢農
｣
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
)

総
会
(平
成
20年
２
月
26日
)
に
お
い
て
事

務
局
機
能
を
会
員
に
移
管
す
る
こ
と
が
了
承
さ

れ
た
｡
(県
中
農
林
事
務
所
田
村
農
業
普
及
所
)

(東
西
し
ら
か
わ
青
年
農
業
者
連
絡
協
議
会
)

総
会
(平
成
20年
３
月
18日
)
に
お
い
て
事

務
局
機
能
を
会
員
に
移
管
す
る
こ
と
が
了
承
さ

れ
た
｡
(県
南
農
林
事
務
所
)

(会
津
方
部
青
年
農
業
士
連
絡
協
議
会
及
び
あ

い
づ
農
業
青
年
ク
ラ
ブ
)

そ
れ
ぞ
れ
総
会
(平
成
20年
３
月
21日
､
平

ウ
今
回
の
監
査
で
は
､
監
査
の
対
象
と

し
た
60団
体
の
う
ち
２
割
を
越
え
る
13

団
体
に
対
し
て
､
県
の
支
援
等
の
あ
り

方
に
つ
い
て
何
ら
か
の
検
討
や
見
直
し

を
求
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
こ
の
よ

う
な
監
査
結
果
と
な
っ
た
要
因
と
し
て
､

イ
結
果
の
イ
に
掲
げ
る
４
団
体
に
つ
い

て
は
､
活
動
実
態
を
見
る
と
､
活
動
の

必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
県
の
事

務
と
渾
然
一
体
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い

る
も
の
､
活
動
内
容
が
乏
し
い
も
の
､

活
動
内
容
が
設
立
目
的
か
ら
変
容
し
て

い
る
も
の
等
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か

ら
､
県
は
､
各
団
体
に
対
し
､
現
在
の

活
動
実
態
を
踏
ま
え
て
､
今
後
の
会
の

活
動
の
あ
り
方
・
進
め
方
等
に
つ
い
て

改
め
て
検
討
す
る
よ
う
､
必
要
な
指
導
､

要
請
を
行
う
べ
き
あ
る
｡
(道
路
企
画

Ｇ
､
高
速
道
路
Ｇ
､
県
南
保
健
福
祉
事

務
所
)

平
成
20年
度
中
に
任
意
団
体
に
対
す
る
県
の

適
切
な
支
援
の
あ
り
方
を
総
合
的
に
審
査
・
検

証
す
る
た
め
の
基
本
的
考
え
方
を
整
理
す
る
｡

(福
島
県
道
路
愛
護
会
)

平
成
20年
度
の
事
業
実
施
ま
で
に
､
道
路
愛

護
会
の
活
動
と
県
の
道
路
愛
護
関
連
事
業
を
明

確
に
区
別
し
､
道
路
愛
護
会
の
活
動
内
容
及
び

組
織
運
営
体
制
に
つ
い
て
整
理
す
る
よ
う
指
導

す
る
｡
(道
路
計
画
課
)

(
『新
時
代
の
浜
街
道
』
連
携
推
進
協
議
会
)

本
会
の
設
立
目
的
で
あ
る
｢陸
前
浜
街
道
周

辺
地
域
の
交
流
・
連
携
を
促
進
し
､
地
域
振
興

に
寄
与
す
る
こ
と
｣
に
則
り
､
宮
城
県
や
関
係

市
町
村
・
商
工
団
体
等
会
員
相
互
の
連
携
の
強

化
や
活
動
内
容
の
充
実
を
図
る
よ
う
指
導
す
る
｡

(高
速
道
路
室
)

(県
南
地
区
民
生
委
員
協
議
会
長
連
絡
会
)

今
後
の
活
動
の
あ
り
方
・
進
め
方
に
つ
い
て

は
､
県
内
他
地
域
の
民
生
委
員
協
議
会
長
連
絡

会
の
活
動
等
を
参
考
に
し
て
､
平
成
20年
度
の

当
会
の
総
会
に
お
い
て
検
討
す
る
よ
う
要
請
す

る
｡
(県
南
保
健
福
祉
事
務
所
)

れ
た
｡
(県
中
農
林
事
務
所
田
村
農
業
普
及
所
)

(東
西
し
ら
か
わ
青
年
農
業
者
連
絡
協
議
会
)

総
会
(平
成
20年
３
月
18日
)
に
お
い
て
事

務
局
機
能
を
会
員
に
移
管
す
る
こ
と
が
了
承
さ

れ
た
｡
(県
南
農
林
事
務
所
)

(会
津
方
部
青
年
農
業
士
連
絡
協
議
会
及
び
あ

い
づ
農
業
青
年
ク
ラ
ブ
)

そ
れ
ぞ
れ
総
会
(平
成
20年
３
月
21日
､
平

成
20年
３
月
26日
)
に
お
い
て
団
体
の
実
態
に

あ
わ
せ
規
約
の
改
正
を
行
い
､
事
務
局
の
所
在

を
会
長
宅
と
し
た
｡
(会
津
農
林
事
務
所
)

(会
津
坂
下
地
方
生
活
研
究
グ
ル
ー
プ
連
絡
協

議
会
)
総
会
(平
成
20年
３
月
４
日
)
に
お
い
て
事

務
局
機
能
を
会
員
に
移
管
す
る
こ
と
が
了
承
さ

れ
た
｡
(会
津
農
林
事
務
所
会
津
坂
下
農
業
普

及
所
)
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ウ
今
回
の
監
査
で
は
､
監
査
の
対
象
と

し
た
60団
体
の
う
ち
２
割
を
越
え
る
13

団
体
に
対
し
て
､
県
の
支
援
等
の
あ
り

方
に
つ
い
て
何
ら
か
の
検
討
や
見
直
し

を
求
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
こ
の
よ

う
な
監
査
結
果
と
な
っ
た
要
因
と
し
て
､

行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
や
他
団

体
事
務
の
従
事
承
認
等
団
体
に
対
す
る

支
援
等
に
関
し
必
要
な
申
請
等
の
手
続

き
指
導
や
審
査
に
つ
い
て
は
関
係
す
る

部
局
が
個
々
に
行
う
も
の
の
､
総
合
的

に
任
意
団
体
へ
の
支
援
等
の
必
要
性
の

検
討
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
や
､
ま
た
､

団
体
が
設
立
さ
れ
て
､
ひ
と
た
び
県
の

各
種
支
援
等
が
認
め
ら
れ
る
と
､
そ
れ

以
降
の
県
の
支
援
等
に
関
す
る
審
査
が

形
式
的
に
な
り
､
県
の
牽
制
機
能
が
十

分
に
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

よ
っ
て
､
団
体
を
所
管
す
る
所
属
に

お
い
て
､
適
宜
､
支
援
の
あ
り
方
に
つ

い
て
検
証
・
検
討
す
る
こ
と
は
勿
論
の

こ
と
､
県
は
､
団
体
の
設
立
目
的
や
取

り
組
む
事
業
､
県
施
策
と
の
関
連
性
な

ど
を
踏
ま
え
な
が
ら
､
設
立
時
や
設
立

後
一
定
の
期
間
経
過
後
に
､
任
意
団
体

に
対
す
る
県
の
適
切
な
支
援
の
あ
り
方

を
総
合
的
に
審
査
・
検
証
す
る
仕
組
み

に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
｡
(行

政
経
営
Ｇ
)

平
成
20年
度
中
に
任
意
団
体
に
対
す
る
県
の

適
切
な
支
援
の
あ
り
方
を
総
合
的
に
審
査
・
検

証
す
る
た
め
の
基
本
的
考
え
方
を
整
理
す
る
｡

３
団
体
に
対
す
る
県
の
人
的
支
援
に
つ

い
て

２
)
県
職
員
の
団
体
の
役
職
員
へ
の
就
任
・

従
事
状
況

(改
善
又
は
検
討
を
要
す
る
事
項
)

ア
県
職
員
が
他
団
体
事
務
に
従
事
す
る

場
合
､
営
利
企
業
等
従
事
の
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
報
酬
を
得
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
か
ら
､
県
は
､
改
め
て
職
員

へ
制
度
の
周
知
を
図
る
必
要
が
あ
る
｡

(郡
山
東
高
等
学
校
)

第
３
監
査
の
結
果
と
意
見

２
団
体
に
対
す
る
執
務
場
所
等
の
提
供

に
つ
い
て

１
)
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
等

(改
善
を
要
す
る
事
項
)

イ
県
は
､
規
約
で
定
め
て
い
る
場
所
を

事
務
局
と
す
る
よ
う
指
導
す
べ
き
で
あ

る
｡
な
お
､
団
体
の
全
て
の
事
務
を
県

職
員
が
行
う
た
め
に
占
用
面
積
が
発
生

せ
ず
､
使
用
許
可
を
受
け
る
必
要
が
な

い
団
体
で
あ
っ
て
も
､
県
は
､
県
の
庁

舎
内
に
事
務
局
を
置
く
こ
と
の
是
非
を

検
討
の
う
え
､
適
切
に
対
処
す
べ
き
で

あ
る
｡
(福
島
工
業
高
等
学
校
)

監
査
委
員
所
見

平
成
20年

３
月
10日

付
け
19教

振
第
841号

｢他
の
団
体
の
事
務
へ
の
従
事
に
か
か
る
手
続

等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
(通
知
)
｣
に
よ
り
､

全
て
の
県
立
学
校
に
対
し
て
指
導
す
る
と
と
も

に
周
知
し
た
｡

な
お
､
当
該
校
に
お
い
て
は
､
平
成
20年
３

月
24日
の
職
員
会
議
に
お
い
て
制
度
の
周
知
を

図
り
､
平
成
20年
４
月
１
日
付
け
で
届
出
を
受

け
､
す
み
や
か
に
手
続
き
を
行
っ
た
｡

福
島
県
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
協
会
事
務
局
へ
改
善

す
べ
く
指
導
を
行
い
､
平
成
20年
４
月
１
日
よ

り
事
務
局
所
在
地
を
規
約
第
２
条
に
よ
る
理
事

長
の
自
宅
へ
と
変
更
し
た
｡

措
置
状
況

監
査
公
表
第
１
７
号

平
成
20年
３
月
18日
監
査
公
表
第
５
号
に
よ
り
公
表
し
た
監
査
結
果
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法
(昭

和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
､
福
島
県
教
育
委
員
会
委
員
長
か
ら
次
の

と
お
り
措
置
状
況
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
､
同
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
公
表
す
る
｡

平
成
20年
８
月
12日

福
島
県
監
査
委
員
小
桧
山
善
継

福
島
県
監
査
委
員
加
藤
雅
美

福
島
県
監
査
委
員
野
崎
直
実

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

20
教
財
第
185
号

平
成
20年
５
月
30日

福
島
県
監
査
委
員
小
桧
山
善
継

福
島
県
監
査
委
員
加
藤
雅
美
様

福
島
県
監
査
委
員
野
崎
直
実

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

福
島
県
教
育
委
員
会
委
員
長

印□
行
政
監
査
の
結
果
に
係
る
措
置
状
況
に
つ
い
て
(通
知
)

平
成
20年
３
月
12日
付
け
19福
監
第
817号

で
報
告
の
あ
り
ま
し
た
行
政
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
､

別
紙
の
と
お
り
措
置
し
ま
し
た
の
で
､
地
方
自
治
法
第
199条

第
12項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
｡

平
成
19年
度
行
政
監
査
に
お
い
て
措
置
を
求
め
る
案
件
(教
育
庁
)

平成20年８月12日 火曜日 福 島 県 報 号外第52号9



第
３
監
査
の
結
果
と
意
見

２
団
体
に
対
す
る
執
務
場
所
等
の
提
供

に
つ
い
て

１
)
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
等

監
査
委
員
所
見

イ
近
年
の
従
事
承
認
の
手
続
き
を
書
面

上
確
認
で
き
な
か
っ
た
警
察
本
部
を
始

め
と
す
る
各
執
行
機
関
等
の
管
理
者
に

あ
っ
て
は
､
改
め
て
制
度
内
容
を
組
織

内
に
周
知
し
､
県
職
員
が
他
団
体
事
務

に
従
事
す
る
場
合
に
は
､
洩
れ
な
く
､

手
続
き
が
行
わ
れ
る
よ
う
､
徹
底
す
べ

き
で
あ
る
｡
(教
育
庁
総
務
企
画
Ｇ
)

(改
善
又
は
検
討
を
要
す
る
事
項
)

ア
県
職
員
が
他
団
体
事
務
に
従
事
す
る

場
合
､
営
利
企
業
等
従
事
の
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
報
酬
を
得
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
か
ら
､
県
は
､
改
め
て
職
員

へ
制
度
の
周
知
を
図
る
必
要
が
あ
る
｡

(郡
山
東
高
等
学
校
)

措
置
状
況

上
記
前
段
の
と
お
り
措
置
し
た
｡

平
成
20年

３
月
10日

付
け
19教

振
第
841号

｢他
の
団
体
の
事
務
へ
の
従
事
に
か
か
る
手
続

等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
(通
知
)｣
に
よ
り
､

全
て
の
県
立
学
校
に
対
し
て
指
導
す
る
と
と
も

に
周
知
し
た
｡

な
お
､
当
該
校
に
お
い
て
は
､
平
成
20年
３

月
24日
の
職
員
会
議
に
お
い
て
制
度
の
周
知
を

図
り
､
平
成
20年
４
月
１
日
付
け
で
届
出
を
受

け
､
す
み
や
か
に
手
続
き
を
行
っ
た
｡

６
団
体
に
対
す
る
県
の
支
援
等
の
あ
り

方
に
つ
い
て

３
)
今
後
の
県
の
支
援
等
の
必
要
性

(検
討
を
要
す
る
事
項
)

イ
結
果
の
イ
に
掲
げ
る
４
団
体
に
つ
い

て
は
､
活
動
実
態
を
見
る
と
､
活
動
の

必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
県
の
事

務
と
渾
然
一
体
と
し
て
処
理
さ
れ
る
も

の
､
活
動
内
容
が
乏
し
い
も
の
､
活
動

内
容
が
設
立
目
的
に
か
ら
変
容
し
て
い

る
も
の
等
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
､

県
は
､
各
団
体
に
対
し
､
現
在
の
活
動

実
態
を
踏
ま
え
て
､
今
後
の
会
の
活
動

の
あ
り
方
・
進
め
方
等
に
つ
い
て
改
め

て
検
討
す
る
よ
う
､
必
要
な
指
導
､
要

請
を
行
う
べ
き
で
あ
る
｡
(棚
倉
警
察

３
団
体
に
対
す
る
県
の
人
的
支
援
に
つ

い
て

２
)
県
職
員
の
団
体
の
役
職
員
へ
の
就
任
・

従
事
状
況

(改
善
又
は
検
討
を
要
す
る
事
項
)

イ
近
年
の
従
事
承
認
の
手
続
き
を
書
面

上
確
認
で
き
な
か
っ
た
警
察
本
部
を
始

め
と
す
る
各
執
行
機
関
等
の
管
理
者
に

あ
っ
て
は
､
改
め
て
制
度
内
容
を
組
織

内
に
周
知
し
､
県
職
員
が
他
団
体
事
務

に
従
事
す
る
場
合
に
は
､
漏
れ
な
く
､

手
続
き
が
行
わ
れ
る
よ
う
､
徹
底
す
べ

き
で
あ
る
｡
(警
務
課
)

第
３
監
査
の
結
果
と
意
見

２
団
体
に
対
す
る
執
務
場
所
等
の
提
供

に
つ
い
て

１
)
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
等

(改
善
を
要
す
る
事
項
)

ア
団
体
の
専
任
職
員
が
複
数
の
団
体
を

兼
務
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
､
そ
れ
ぞ

れ
の
団
体
が
使
用
許
可
を
受
け
る
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
､
県
は
､
当
該
団
体

に
対
し
使
用
許
可
の
手
続
き
を
行
う
よ

う
､
指
導
す
べ
き
で
あ
る
｡
(白
河
警

察
署
)

監
査
委
員
所
見

本
年
度
の
定
期
総
会
で
解
散
に
関
す
る
議
題

を
提
案
す
る
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
｡

他
団
体
事
務
に
従
事
す
る
場
合
の
手
続
き
に

つ
い
て
､
｢職
員
が
公
益
法
人
等
の
役
職
員
等

へ
就
任
す
る
場
合
の
事
務
手
続
に
つ
い
て
(通

達
)
｣
に
よ
り
､
周
知
徹
底
を
図
り
ま
し
た
｡

団
体
の
専
任
職
員
が
複
数
の
団
体
を
兼
務
す

る
場
合
に
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
か
ら
使
用
許

可
の
申
請
を
受
け
､
許
可
を
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
｡

措
置
状
況

監
査
公
表
第
１
８
号

平
成
20年
３
月
18日
監
査
公
表
第
５
号
に
よ
り
公
表
し
た
監
査
結
果
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法
(昭

和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
､
福
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長
か
ら
次
の

と
お
り
措
置
状
況
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
､
同
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
公
表
す
る
｡

平
成
20年
８
月
12日

福
島
県
監
査
委
員
小
桧
山
善
継

福
島
県
監
査
委
員
加
藤
雅
美

福
島
県
監
査
委
員
野
崎
直
実

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

福
公
委
(会
)
第
107号

平
成
20
年
５
月
29
日

福
島
県
監
査
委
員
小
桧
山
善
継

福
島
県
監
査
委
員
加
藤
雅
美
様

福
島
県
監
査
委
員
野
崎
直
実

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

福
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長

印□
行
政
監
査
の
結
果
に
係
る
措
置
状
況
に
つ
い
て
(通
知
)

平
成
20年
３
月
12日
付
け
19福
監
第
817号

で
報
告
の
あ
り
ま
し
た
行
政
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
､

別
紙
の
と
お
り
措
置
し
ま
し
た
の
で
地
方
自
治
法
第
199条

第
12項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
｡

別
紙

平
成
19年
度
行
政
監
査
に
お
い
て
措
置
を
求
め
る
案
件
(警
察
本
部
)
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｢検
討
事
項
｣

郵
便
振
替
に
よ
る
施
設
使
用
料
の
郵
便
振

替
手
数
料
に
つ
い
て
､
各
自
然
の
家
に
よ
り

異
な
る
取
扱
い
と
な
っ
て
い
る
｡

利
用
者
に
対
す
る
公
平
の
観
点
か
ら
振
替

手
数
料
の
負
担
に
つ
い
て
検
討
を
要
す
る
｡

�
利
用
者
負
担

い
わ
き
海
浜
自
然
の

家会
津
自
然
の
家

検
討
事
項

必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
県
の
事

務
と
渾
然
一
体
と
し
て
処
理
さ
れ
る
も

の
､
活
動
内
容
が
乏
し
い
も
の
､
活
動

内
容
が
設
立
目
的
に
か
ら
変
容
し
て
い

る
も
の
等
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
､

県
は
､
各
団
体
に
対
し
､
現
在
の
活
動

実
態
を
踏
ま
え
て
､
今
後
の
会
の
活
動

の
あ
り
方
・
進
め
方
等
に
つ
い
て
改
め

て
検
討
す
る
よ
う
､
必
要
な
指
導
､
要

請
を
行
う
べ
き
で
あ
る
｡
(棚
倉
警
察

署
)

｢い
わ
き
｣
､
｢会
津
｣
の
両
自
然
の
家
に

お
い
て
は
､
既
に
振
替
手
数
料
を
利
用
者
負
担

と
し
て
い
る
｡

自
然
の
家
の
利
用
に
関
し
､
郵
便
振
替
が
利

用
さ
れ
て
い
る
の
は
､
基
本
的
に
利
用
料
金
､

シ
ー
ツ
代
及
び
食
事
代
な
ど
の
直
接
利
用
の
部

分
で
あ
る
た
め
､
利
用
者
本
人
の
希
望
に
よ
り

現
金
払
い
(当
日
払
い
)
で
は
な
く
振
替
(後

日
払
い
)
を
希
望
す
る
場
合
は
､
平
成
20年
度

検
討
状
況

｢指
摘
事
項
｣

事
務
事
業
の
計
画
的
執
行
に
欠
け
適
切
で

な
い
も
の
が
あ
る
｡

｢事
実
｣

組
織
委
員
会
の
平
成
18年
度
事
業
の
当
初

計
画
に
お
い
て
対
象
外
で
あ
っ
た
､
モ
ー
グ

ル
､
デ
ュ
ア
ル
モ
ー
グ
ル
の
種
目
が
事
業
対

象
に
組
み
入
れ
ら
れ
事
業
内
容
も
大
き
く
変

更
さ
れ
た
こ
と
か
ら
､
本
来
は
事
業
計
画
変

更
及
び
補
正
予
算
の
措
置
に
つ
い
て
組
織
委

員
会
議
で
議
決
す
べ
き
と
こ
ろ
､
そ
の
手
続

を
行
わ
ず
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

指
摘
事
項

｢検
討
事
項
｣

郵
便
振
替
に
よ
る
施
設
使
用
料
の
郵
便
振

替
手
数
料
に
つ
い
て
､
各
自
然
の
家
に
よ
り

異
な
る
取
扱
い
と
な
っ
て
い
る
｡

利
用
者
に
対
す
る
公
平
の
観
点
か
ら
振
替

手
数
料
の
負
担
に
つ
い
て
検
討
を
要
す
る
｡

�
利
用
者
負
担

い
わ
き
海
浜
自
然
の

家会
津
自
然
の
家

�
自
然
の
家
負
担
相
馬
海
浜
自
然
の
家

郡
山
自
然
の
家

左
記
の
件
に
つ
い
て
は
､
平
成
19年
度
第
３

回
組
織
委
員
会
議
(H
19.8.29)

に
お
い
て
報

告
後
､
財
務
計
画
の
見
直
し
を
実
施
し
た
｡
新

財
務
計
画
は
､
第
６
回
組
織
委
員
会
議
(H
19.

10.25)
に
お
い
て
承
認
さ
れ
､
併
せ
て
､
大

会
運
営
の
状
況
変
化
等
が
生
じ
た
場
合
の
処
理

と
し
て
､
補
正
予
算
を
迅
速
に
行
う
と
と
も
に
､

予
算
の
執
行
管
理
を
含
め
て
会
計
処
理
の
適
正

化
を
図
る
こ
と
で
了
解
さ
れ
た
｡

県
と
し
て
は
､
2009年

FISフ
リ
ー
ス
タ
イ

ル
ス
キ
ー
世
界
選
手
権
猪
苗
代
大
会
組
織
委
員

会
規
約
ほ
か
関
係
規
程
を
遵
守
し
､
事
務
執
行

の
管
理
体
制
を
強
化
す
る
よ
う
指
導
し
た
｡

措
置
状
況

｢い
わ
き
｣､
｢会
津
｣
の
両
自
然
の
家
に
お

い
て
は
､
既
に
振
替
手
数
料
を
利
用
者
負
担
と

し
て
い
る
｡

自
然
の
家
の
利
用
に
関
し
､
郵
便
振
替
が
利

用
さ
れ
て
い
る
の
は
､
基
本
的
に
利
用
料
金
､

シ
ー
ツ
代
及
び
食
事
代
な
ど
の
直
接
利
用
の
部

分
で
あ
る
た
め
､
利
用
者
本
人
の
希
望
に
よ
り

現
金
払
い
(当
日
払
い
)
で
は
な
く
振
替
(後

日
払
い
)
を
希
望
す
る
場
合
は
､
平
成
20年
度

よ
り
４
施
設
全
て
に
お
い
て
振
替
手
数
料
の
利

用
者
負
担
を
お
願
い
す
る
こ
と
と
し
た
｡

監
査
公
表
第
１
９
号

平
成
20年
３
月
18日
監
査
公
表
第
６
号
に
よ
り
公
表
し
た
監
査
結
果
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法
(昭

和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
､
福
島
県
教
育
委
員
会
委
員
長
か
ら
次
の

と
お
り
措
置
状
況
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
､
同
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
公
表
す
る
｡

平
成
20年
８
月
12日

福
島
県
監
査
委
員
小
桧
山
善
継

福
島
県
監
査
委
員
加
藤
雅
美

福
島
県
監
査
委
員
野
崎
直
実

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

20
教
財
第
181
号

平
成
20年
５
月
30日

福
島
県
監
査
委
員
小
桧
山
善
継

福
島
県
監
査
委
員
加
藤
雅
美
様

福
島
県
監
査
委
員
野
崎
直
実

福
島
県
監
査
委
員

�
野
宏
之

福
島
県
教
育
委
員
会
委
員
長

印□
財
政
的
援
助
等
監
査
の
結
果
に
係
る
措
置
状
況
に
つ
い
て
(通
知
)

平
成
20年

３
月
12日

付
け
19福

監
第
818号

で
報
告
あ
り
ま
し
た
財
政
的
援
助
等
監
査
の
結
果
に
つ

い
て
は
､
別
紙
の
と
お
り
措
置
を
講
じ
ま
し
た
の
で
､
地
方
自
治
法
第
199条

第
12項

の
規
定
に
よ
り

通
知
し
ま
す
｡

１
監
査
対
象
法
人
等

財
団
法
人
福
島
県
自
然
の
家

２
所
管
部
局

教
育
庁
(生
涯
学
習
領
域
)

３
検
討
事
項
及
び
検
討
の
状
況
に
つ
い
て

１
監
査
対
象
法
人
等

2009年
FISフ

リ
ー
ス
タ
イ
ル
ス
キ
ー
世
界
選
手
権
猪
苗
代
大
会
組
織
委

員
会

２
所
管
部
局

教
育
庁
(生
涯
学
習
領
域
)

３
指
摘
事
項
及
び
措
置
の
状
況
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